
「個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に つ い て」   
  
  

(１) 事 業 者 の ⽒ 名 ま た は 名 称   
    株 式 会 社 リ ン ク イ ン フィ ニ ティ   
  

(２) 個 ⼈ 情 報 保 護 管 理 者 （若 し く は そ の 代 理 ⼈） の ⽒ 名 ⼜ は 職 名、 所 属 及 び 連 絡 先   
    個 ⼈ 情 報 保 護 管 理 者 ︓ 代 表 取 締 役   
    電 ⼦ メー ル ︓  kanri@ml.linkinfinity.co.jp   
  

(３) 個 ⼈ 情 報 の 利 ⽤ ⽬ 的   
    採 ⽤ に 係 わ る 業 務 に 利 ⽤ す る た め （採 ⽤ に 関 す る 情 報 提 供、 採 ⽤ 可 否 判 断、 採 ⽤ 業 務 に 関 す る 連 絡 な   
    ど）   
  

(４) 個 ⼈ 情 報 の 第 三 者 提 供 に つ い て   
    取 得 し た 個 ⼈ 情 報 は 法 令 等 に よ る 場 合 を 除 い て 第 三 者 に 提 供 す る こ と は あ り ま せ ん。   
  

(５) 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い の 委 託 に つ い て   
    取 得 し た 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い の 全 部 ⼜ は、 ⼀ 部 を 委 託 す る 場 合 が あ り ま す。   
    個 ⼈ 情 報 を 委 託 す る 場 合 に は 当 社 の 委 託 先 選 定 基 準 に 則 り、 適 切 な 業 者 に 委 託 し ま す。   
  

(６) 個 ⼈ 情 報 を 与 え な かっ た 場 合 に ⽣ じ る 結 果   
    個 ⼈ 情 報 を 与 え る こ と は 任 意 で す。 個 ⼈ 情 報 に 関 す る 情 報 の ⼀ 部 を ご 提 供 い た だ け な い 場 合 は、 （３） 
    個 ⼈ 情 報 の 利 ⽤ ⽬ 的 に 特 定 し た 利 ⽤ ⽬ 的 を 達 成 で き な い 可 能 性 が あ り ま す。   
  

(７)   保 有 個 ⼈ デー タ の 開 ⽰ 等 お よ び 問 い 合 わ せ 窓 ⼝ に つ い て   
    ご 本 ⼈ か ら の 求 め に よ り、 当 社 が 保 有 す る 保 有 個 ⼈ デー タ に 関 す る 開 ⽰、 利 ⽤ ⽬ 的 の 通 知、 内 容 の 訂   
    正・ 追 加 ま た は 削 除、 利 ⽤ 停 ⽌、 消 去 お よ び 第 三 者 提 供 の 停 ⽌ (以 下、 開 ⽰ 等 と い う) に 応 じ ま す。   
    開 ⽰ 等 に 応 ず る 窓 ⼝ は、 下 記 「当 社 の 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 苦 情、 相 談 等 の 問 合 せ 先」 を 参 照 し て 
    く だ さ い。   
  

(８) 本 ⼈ が 容 易 に 認 識 で き な い ⽅ 法 に よ る 個 ⼈ 情 報 の 取 得   
    クッ キー や ウェ ブ ビー コ ン 等 を ⽤ い る な ど し て、 本 ⼈ が 容 易 に 認 識 で き な い ⽅ 法 に よ る 個 ⼈ 情 報 の 取 得 
    は ⾏っ て お り ま せ ん。   
  
（９） 当 社 の 個 ⼈ 情 報 の 取 扱 い に 関 す る 苦 情、 相 談 等 の 問 合 せ 先   
  

  
    

  

窓 ⼝ の 名 称    個 ⼈ 情 報 問 合 せ 窓 ⼝   
連 絡 先    窓 ⼝ 責 任 者 ︓ 代 表 取 締 役   

住 所        ︓ 東 京 都 千 代 ⽥ 区 麹 町 3-12-5   近 代 ビ ル 8F   
電 ⼦ メー ル ︓ kanri@ml.linkinfinity.co.jp   

mailto:kanri@ml.linkinfinity.co.jp

